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１ 地域防災計画の概要

（１）防災会議とは
 災害対策基本法（第14条から第17条）に基づく常設の会議
で、以下のことを⾏います。

・地域防災計画の作成及び実施の推進
・災害時の情報収集
・各機関の連絡調整
・災害時における緊急措置の計画及び実施

 ⾃治体の⾸⻑を会⻑とし、地域に関係する公共機関の職員
等を委員とします。
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（２）忠岡町防災会議のスケジュール

第1回 忠岡町防災会議 ・地域防災計画の概要
・忠岡町地域防災計画の修正案の概要

第２回忠岡町防災会議 ・忠岡町地域防災計画（修正案）

事務局による修正作業

R2.11.25

R3.2予定



１ 地域防災計画の概要

（３）忠岡町地域防災計画の⽬的

忠岡町の地域防災に関する総合的な計画として、

 住⺠の⽣命、⾝体及び財産をあらゆる災害から守る
 住⺠の⽣活の安全を保護する

ことを⽬的としています。

根拠法
・災害対策基本法（昭和36年）第42条
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成25年）第5条
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（４）忠岡町地域防災計画策定の経緯

 平成17年︓修正
・東南海・南海地震に係る地震防災の推進に関する特別措置法に基づく修正
・災害時要援護者⽀援や⽔害防⽌対策等、予防及び応急対策を強化 等

 平成元年︓修正 （想定）震度５（強震）の地震対策編

 平成7年 阪神・淡路⼤震災 ＜最⼤震度７＞

 平成23年 東⽇本⼤震災 ＜最⼤震度７／津波による被害甚⼤＞

 昭和36年 災害対策基本法
 昭和39年︓策定 （想定）⾵⽔害、⾼潮等

 平成30年 ⼤阪北部を震源とする地震、台⾵21号

 平成27年︓修正
・被害想定の⾒直し、減災を重点において避難計画、予防・応急・復旧計画の具体検討

 令和3年︓修正予定
・度重なる災害の教訓を踏まえた修正
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく修正



１ 地域防災計画の概要

（5）忠岡町国⼟強靭化地域計画と忠岡町地域防災計画
■国⼟強靭化地域計画とは
・平成25年12⽉11⽇に「強くしなやかな国⺠⽣活の実現を図るための防災・減
災等に資する国⼟強靭化基本法」（以下「基本法」という。）が制定・公布

・国⼟強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが決定
・国は、この基本法に基づいて、平成26年6⽉に国⼟強靭化に関する国の計画
等の指針となる「国⼟強靭化基本計画」と「国⼟強靭化アクションプラン」
を策定

・国⼟強靭化地域計画（地域強靭化計画）とは、基本法に基づき、地⽅公共団
体が策定

・国⼟強靭化の観点から様々な分野の計画等の指針

■忠岡町国⼟強靭化地域計画の基本⽬標
・⼈命の保護が最⼤限図られること
・住⺠及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
・住⺠の財産及び公共施設に係る被害の最⼩化
・迅速な復旧復興
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■忠岡町地域防災計画と忠岡町国⼟強靭化地域計画の関係

国⼟強靭化基本計画

⼤阪府強靭化地域計画

忠岡町国⼟強靭化地域計画

忠岡町地域防災計画

第6次忠岡町総合計画

その他の関連計画

調和 整合

指針となる 指針となる
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